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１【提出理由】

　当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生いたしましたので、金融商品取

引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号の規定に基づき、本臨時報告書を提出する

ものであります。

 

２【報告内容】

 
1. 当該事象の発生年月日

2025年９月４日

 

2. 当該事象の内容

　2025年９月４日、当社はスイスフラン建ての無担保シニア債券2シリーズを発行しました。これには、利率0.930%の2030年満

期の債券総額210,000,000スイスフラン（38,726,940,000円）（「トランシェA債」）、および利率1.560%の2035年満期の債券

総額390,000,000スイスフラン（71,921,460,000円）（「トランシェB債」）が含まれます（トランシェA債とトランシェB債を

併わせて「本債券」）。

 

(1) トランシェA債の概要

ア.　　　借入金額　　　　　　　210,000,000スイスフラン（38,726,940,000円）

イ.　　　借入利率　　　　　　　0.930％

ウ.　　　借入実行日　　　　　　2025年９月４日

エ.　　　借入期間　　　　　　　５年

 

(2) トランシェB債の概要

ア.　　　借入金額　　　　　　　390,000,000スイスフラン（71,921,460,000円）

イ.　　　借入利率　　　　　　　1.560％

ウ.　　　借入実行日　　　　　　2025年９月４日

エ.　　　借入期間　　　　　　　10年

 

 

3. 当該事象の損益に与える影響額

本債券の発行に伴い、各債券の支払い済みに至るまで、毎年度本債券につき生じる利息及び費用相当額（最大年8,663,419

スイスフラン（1,597,657,013円））を営業外費用に計上する予定です。なお、2025年度は本債券にかかる同年度中の利息及び

費用相当額2,821,952スイスフラン（520,407,807円）の営業外費用を計上する予定です。
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